
 

議案第79号 

 

牛久市公共下水道への区域外流入について 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の3第2項の規定により、別紙協定書のと

おり、牛久市の公共下水道施設を阿見町の住民の利用に供させることについて、同条第3

項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

令和7年6月3日提出 

 

                           阿見町長 千葉 繁 

 

  





議案第 79号 説明資料 

 

牛久市公共下水道への区域外流入について 

 

 

阿見町荒川本郷地区で公共下水道が未整備となっている区域において、前面道路に埋

設されている牛久市管理の公共下水道が利用できるようにするため、地方自治法第 244

条の 3第 3項の規定により議会の議決を求めるものであります。 


